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指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業 

地域密着型通所介護にこにこ七百 運営規程 

 

社会福祉法人もみじ会 

（事業の目的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人もみじ会（以下「事業者」）が開設する地域密着型通所介護にこにこ七

百（以下「事業所」という。）が行う指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所

介護の事業（以下、事業という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する

事項を定め、指定認知症対応型通所介護〔指定介護予防認知症対応型通所介護〕の円滑な運営管理

を図るとともに、要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）の利用者の意思及び人格を尊重し、

利用者の立場に立った適切な指定認知症対応型通所介護〔指定介護予防認知症対応型通所介護〕の

提供を確保することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条   認知症対応型通所介護の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、要介護状態とな

った場合においても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並び

にその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。 

２   事業所の従業者は、事業の提供に当たり、利用者に対し、家族との協力・信頼関係のもとサービ

スを提供する。また、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。 

   ３   事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町、居宅介護支援事業者地域包括支

援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを

提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

   ４   事業所の従業者は、介護技術の進歩に対応し、認知症の症状の進行の緩和に資するように目標を設

定し、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護計画（以下「認知症対応型通所介護

計画」という。）に基づき、認知症の特性に配慮したサービスの提供に努めることとする。 

   ５   事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 

    （１）事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

    （２）利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に

対し、自ら適切な指定認知症対応型通所介護を提供することが困難な場合。 

   ６   認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと

ともに、当該利用者に関わる地域包括支援センターに対する情報提供及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者又は地域住民との綿密な連携に努める。 

    ７   前各号に規定するものの他、「六戸町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 

   ８ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止の等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 
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   ９ 事業所は、単独型指定認知症対応型通所介護〔単独型指定介護予防認知症対応型通所介護〕を提供

するにあたっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

 

 

（事業所の名称及び所在地） 

 第３条  この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

   （１）名 称   地域密着型通所介護にこにこ七百 

   （２）所在地   青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字権現沢５４番地４５５ 

 

（従業員の職種、員数及び職務内容） 

 第４条  この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

   （１）管理者 常勤１名 

      ①管理者は、事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所介護の利用の申込に係る調整、業

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

②従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

③利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した（介護予防）認知症対応型通所介護計画を

作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得る。 

④利用者へ（介護予防）認知症対応型通所介護計画を交付する。 

⑤指定（介護予防）認知症対応型通所介護の実施状況の把握及び（介護予防）認知症対応型通所

介護計画の変更を行う。 

   （２）生活相談員 常勤職員1 名以上 

      ①生活相談員は、主として利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、介護計

画の作成、関係機関との連絡調整を行う。 

②利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び入

浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。 

③それぞれの利用者について、（介護予防）認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施

状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

   （３）介護職員 常勤職員2 名以上 

（介護予防）認知症対応型通所介護計画に基づき、必要な日常生活上の世話及び介護を行う。 

   （４）機能訓練指導員 1 名以上（非常勤１名以上） 

（介護予防）認知症対応型通所介護計画に基づき、その利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

  （１）営業日   月～土曜日（日曜日休み） 

  （２）営業時間  午前８時００分から午後５時００分までとする。 

           ・サービス提供時間 午前９時００分 ～ 午後４時１５分    
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（利用定員） 

第６条 事業の利用定員は次のとおりとする。 

  （１）事業単位  １単位 

  （２）利用定員  １２人 

 

（事業の内容） 

第７条 事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）送迎に関すること 

（２）健康チェックに関すること 

（３）入浴に関すること 

（４）食事に関すること 

（５）口腔機能向上に関すること 

（６）要介護者に必要な日常生活上の世話に関すること 

（７）機能訓練・日常動作訓練・アクティビティに関すること 

（８）生活指導・相談援助に関すること 

（９）延長サービス 

（10）若年性認知症利用者の受け入れ 

 

（認知症対応型通所介護計画） 

第８条  事業の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに              

家族等介護者の状況を十分に把握し、機能訓練等の目標、目標達成のための具体的なサービス内容

等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成する。 

    ２   認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画又は介護予防サービス計画

が作成されている場合は、当該サービス計画の内容に沿って作成する。 

    ３   認知症対応型通所介護計画の作成に当たり、計画の内容を利用者又はその家族に対して説明し利用

者の同意を得て、利用者の計画を交付する。 

    ４   認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況と目標の達成状況を記録する。 

 

（認知症対応型通所介護の提供記録等） 

第９条 事業所は，指定認知症対応型通所介護を提供した際には，その提供日・内容，当該指定認知症対応

型通所介護について，利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額，その他必要な記録をサービ

ス提供記録等に記載し、完結の日から5 年間保存する。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１０条 通常の事業の実施地域は、六戸町全域とする。 

 

（利用料その他の費用） 

第１１条 認知症対応型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものと 

し、当該指定認知症対応型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者 

の負担割合に応じた額（１割又は２割又は３割）の支払いを受けるものとする。 
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２   前項に定めるもののほか、事業者は利用者及び身元引受人及び連帯保証人から以下の費用の支 

払いを受けるものとする。 

・食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費は実費 

３ 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える指定認知症対応型通所介 

護等を提供する。定められた利用料金の全額（１０割）の支払いを受ける。この場合、支給限度額 

を超えた単位数に対する処遇改善加算分の支払いを受ける。 

４ 事業者が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に 

文書で説明した上で、支払いに同意を得るものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護等の利用者は，事業所の定める期日に，別途契約書で指定する方法に 

より納入することとする。 

６ 事業者が利用者から第１項及び第２項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を 

記載した領収書（法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書）を利用者に交付 

することとする。 

 

（利用料等の変更） 

第１２条   事業者は、介護保険法その他関係法令の改正や経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由等に

より、利用料等の変更の必要が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を

説明の上、変更後の利用料等を請求することができるものとする。ただし、利用者は、この変更に同

意することができない場合には、この契約を解約することができる。 

 

（利用料等の滞納） 

第１３条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料等を３ヶ月以上滞納した場合は、事業者は、利 

用者に対し、３０日以内の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の 

支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができる。 

２  事業者は、前項の催告をした場合には、利用者の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者と 

利用者の日常生活を維持する見地から、必要な協議を行うものとする。 

３  事業者は、前項の協議を行った上で、利用者が第１項の期限までに滞納額の支払いをしなかったとき 

は、文書で通知することにより契約を解約することができる。 

４  事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはで 

きない。 

 

（サービスの開始）  

第１４条 「認知症対応型通所介護計画」作成及び説明の同意と同時に契約とし、サービスの提供を開始する。 

２ 居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に依頼している場合は、事前に介護支援専門員と調 

整し、認知症対応型通所介護計画を作成する。 

 

（サービスの中止） 

第１５条 事業所は利用者の体調不良等の理由により、認知症対応型通所介護の実施が困難と判断した場合、 

サービス提供を中止することができる。この場合の取り扱いについて以下に記載する。 

２ 健康上の理由による中止 
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（１）風邪、病気の際はサービスの提供を断わることがある。 

（２）当日の健康チェックの結果で、体調が悪い場合はサービスの内容の一部変更または中止すること 

がある。その場合は家族に連絡の上、適切に対応する。また、必要に応じて速やかに主治の医師 

または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じる。 

３ 利用者は、やむを得ない事情により休むときには、事業者に対して、サービス提供の前日午後５時 

までに事業者まで連絡をする。当日の連絡となる場合、午前８時までに連絡をする。 

 

 

（利用者の解約権） 

第１６条 利用者は、事業者に対して７日以内に文書または口頭で通知することにより、いつでもこの契約を解 

約することができる。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が 

７日以内の通知でもこの契約を解約することができる。 

２ 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、文書で通知すること 

により直ちにこの契約を解約することができる。 

（1）事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

（2）事業所が、守秘義務に反した場合 

（3）事業所が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

（4）事業者が、倒産した場合 

 

（事業者の解約権） 

第１７条 事業所は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対し1ヶ月以上の予告期間をおいて理由を示した 

文書で通知することにより、この契約を解約することができる。 

２ 事業所は、前項の規定にかかわらず、利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、 

信頼・協力関係を毀損し、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合には、文書で通知するこ 

とにより直ちにこの契約を解約することができる。 

３ 事業所は前２項によりこの契約を解約する場合には、担当の介護支援専門員等に連絡を取り、解約 

後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じる。 

 

（契約の終了） 

第１８条   次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了する。 

（１）要介護（支援）認定または町の作成する個別計画に記載されるサービス提供機関において、利用

者から契約を更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了した場合 

（２）第１６条第１項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

（３）第１２条又は第１６条第２項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合 

（４）第１７条第１項に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

（５）第１３条第３項又は第１７条第２項に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合 

（６）利用者が医療機関や介護保険施設へ入院又は入所した場合 

（７）利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合 

（８）利用者が死亡した場合 
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（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１９条   利用者は、従業者の指示に従ってサービス提供を受ける。 

２ 従業者は、事前に利用者に対して、下記の点に留意するように支援を行う。 

① 主治医からの指示事項や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の

状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意するものとする。気分が悪くなった

ときは速やかに申し出る。 

② 事業所内における感染症の発生又はまん延防止のため、事業所が行う予防対策等の措置又は指示

には従うとともに、自ら感染症発生の防止に努めること。 

③ 体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止する

ことがある。 

④ 非常災害に備えるため、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を実施するので、これに協力し

なければならない。 

⑤ 事業所の設備・備品を利用する際には、事業所の従業者の説明に従うこと。 

⑥ 他のサービス利用者の迷惑となる行動等を慎むこと。 

〇飲酒は禁止する 〇暴言・暴力の禁止 〇金銭授受の禁止 〇その他の勧誘等 

    ⑦ 正当な理由なしに、有する能力を発揮しないこと等により、自己の要介護状態等の 

程度を悪化させることがないよう協力する。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第２０条 認知症対応型通所介護等従業者は、サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生 

じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならな 

い。 

 

（非常災害対策） 

第２１条 非常災害に備えて、地震・火災等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者を定め、年２ 

回以上、定期的に消火、避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（衛生管理及び従事者等の健康管理等） 

第２２条 事業所は、認知症対応型通所介護等に使用する施設・設備・備品等は清潔に保持し，定期的な消毒 

を施す等常に衛生管理に十分留意するものとする。 

２  事業所は、「業務マニュアル」を作成し、衛生的な管理に努める。 

３ 従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに，年１回以上の健康診断を受診さ 

せるものとする。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第２３条 事業所は、利用申込者に対し自ら適切な認知症対応型通所介護事業を提供することが困難であると 

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講 

じなければならない。 
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（居宅介護支援事業者との連携） 

第２４条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援事業者（必要と判断される場合は、主治医、保健医療・ 

福祉サービス提供者を含む）と連携し、必要な情報を提供する。 

 

（利益供与の禁止） 

第２５条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用 

させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

（秘密保持） 

第２６条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

２ 従業者であった者に、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、 

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。 

３ サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその 

家族の同意を文書で得ておくものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第２７条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は法人が 

定めるマニュアルに従い、誠実に対応する。契約者の家族の個人情報においても同様とする。 

２  契約者及び家族の個人情報を使用する期間は、原則としてサービス利用契約期間とする。 

 

（身体拘束等の適正化） 

第２８条 事業所は、当該利用者又は他利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、そ

の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

   ２ 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う事が出

来るものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業員に周知徹底を図るものとする。 

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３）介護職員その他の従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

３ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、次に定める必要な措置を行う。 

（１） 緊急性や非代替性に該当するかどうかの判断は、担当の職員のみでは行わず、事業所全体とし 

ての判断が行われるように、予め手続きを定めておく。 

（２）  本人やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる 

限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。 

（３）  その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

（４）  緊急やむを得ない場合に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合 

には直ちに解除する。 
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（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第２９条 事業所は、管理者を担当者として、利用者の権利擁護、虐待の発生またはその発生を防止するため次

の措置を講ずるものとする。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者

に周知徹底を図る。 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施。（年２回） 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。 

⑤ 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

⑥ その他虐待防止のために必要な措置 

２   事業所は、サービス提供中に当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する

ものとする。 

 

（事故発生時の対応）  

第３０条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに六戸町、利用者の家族等に連絡を行うとと 

もに、必要な措置を講ずる。  

２  当事業所は、前項の事故及びその際にとった処置について記録する。  

３  当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を行う。 

 

（賠償責任） 

第３１条 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者又はその家族の生命・身体・財産に損害が発生した場 

合は、利用者又はその家族に対して損害を賠償します。ただし、当該損害について事業者の故意・過 

失等の責任を問えない場合はこの限りではありません。 

２ 前項の履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。 

３ 利用者又はその家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。 

 

（苦情対応） 

第３２条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置す 

る。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検 

討会議を行い、具体的な対応を行う。また、苦情の内容、その対応を台帳に記録保管し、再発を防止 

する。 

 

（事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供） 

第３３条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとする時は、その廃止又は休止の日の１ヶ月前までに、 

    次に掲げる事項を六戸町及び青森県へ届け出なければならない。 

（１）廃止し、又は休止しようとする年月日 

（２）廃止し、又は休止しようとする理由 

（３）現に通所型サービスを受けている者に対する措置 

（４） 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 
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（地域との連携等） 

第３４条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等 

地域との交流に努める。 

２   認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、六戸町

地域包括支援センターの職員、認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協

議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６ヶ月に１回以上、運営

推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による

評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 

３ 事業所は、前項も報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表す

るものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３５条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定認知症介護〔指定介護予防認知 

症対応型通所介護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため 

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるもの 

とする。 

   ２ 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施するものとする。 

   ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第３６条 事業所は、全ての認知症対応型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

介護保険法第８条第２項に規定する政令で定めるもの等の資格を有する者その他これに類する者を

除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずるものとする。

また、認知症対応型通所介護等従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものと

し、また、業務体制を整備する。 

① 採用時研修 採用後１ヶ月以内 

② 継続研修 年１回以上 

２ 事業所の見やすい場所に運営規程の概要を掲示し、サービス利用申込者の選択に資するよう努 

める。 

３ 事業所は、自ら提供する介護の質を評価し、改善に努めるものとする。 

４ 事業所は、適切な指定認知症対応型通所介護〔指定介護予防認知症対応型通所介護〕の提供を確保

する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害される事を防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。 

５ この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人もみじ会と事業所の管理者との

協議に基づいて定めるものとする。 

６ 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところを尊重し、利 

用者及び事業者の協議により定める。 
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（裁判管轄） 

第３７条 契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第一 

管轄裁判所とする。 

 

 

 附則 

 この規程は、 平成２８年 ７月１１日から施行する。 

        平成２８年１１月 １日  改訂 

        平成２９年 ５月 １日  改訂 

        平成３１年 ４月 １日  改定 

        令和 ２年 ６月 １日  改訂 

令和 ３年１１月１１日  改訂 

令和 ４年 ４月２６日  改訂 

令和 ６年 ４月 １日  改訂 
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